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●
特
例
免
除
制
度

　

特
例
免
除
制
度
は
、
免
除

す
る
年
度
ま
た
は
そ
の
前
年

度
に
退
職
（
失
業
）
し
た
人

の
た
め
の
制
度
で
す
。

　

通
常
の
免
除
制
度
は
、「
前

年
の
所
得
」
を
基
礎
に
す
る

た
め
、
前
年
に
所
得
が
十
分

あ
る
人
が
失
業
し
た
場
合
は
、

免
除
制
度
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
例

免
除
で
は
、
所
得
審
査
の
際
、

失
業
者
本
人
の
前
年
の
所
得

を
除
外
し
て
審
査
す
る
た
め
、

世
帯
内
で
ほ
か
に
十
分
な
収

入
が
な
い
場
合
は
、
特
例
免

除
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で

す
。

※

特
例
免
除
申
請
を
す
る
場

合
は
、
失
業
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の

証
明
（
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
離
職
票
な
ど
）
を
持

参
し
、
各
支
所
で
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
免
除
期
間
は
、
10

年
以
内
に
追
納
す
る
こ
と
で
、

老
齢
基
礎
年
金
を
増
額
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

●
支
給
額　
子
ど
も
１
人
に
つ
き

　
月
額
１
３
，
０
０
０
円

●
支
給
月

・
６
月
（
４
〜
５
月
分
）

・
10
月
（
６
〜
９
月
分
）

・
２
月
（
10
〜
１
月
分
）

※

手
当
は
、
申
請
日
の
翌
月
か
ら
支

　

給
さ
れ
ま
す
。

●
申
請
期
限

　
９
月
30
日
（
特
例
）

※

通
常
は
申
請
し
た
翌
月
か
ら
支
給
。

　

今
回
に
限
り
、
９
月
30
日
ま
で
に

　

申
請
す
れ
ば
、
４
月
分
か
ら
支
給

　

し
ま
す
。

も 

印
鑑
、
申
請
者
本
人
の
健
康
保

険
証
、
申
請
者
本
人
の
通
帳
を
持
参

し
、
こ
ど
も
未
来
課
（
有
家
庁
舎
）、

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
（
西
有
家
庁
舎
）

ま
た
は
、
各
支
所
で
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

※

平
成
22
年
２
、
３
月
分
の
児
童
手

　

当
は
、
子
ど
も
手
当
と
合
わ
せ
て
、

　

平
成
22
年
６
月
に
支
給
し
ま
す
。

●
申
請
手
続
き

　

子
ど
も
手
当
の
受
給
に
は
、
申
請

が
必
要
で
す
が
、
児
童
手
当
を
受
給

し
て
い
る
世
帯
は
、
自
動
的
に
子
ど

も
手
当
へ
移
行
さ
れ
ま
す
の
で
、
手

続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

次
の
世
帯
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

①
現
在
、
所
得
制
限
に
よ
り
児
童
手

　

当
を
受
け
て
い
な
い
世
帯
（
子
ど

　

も
手
当
に
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

②
中
学
校
２
年
生
、
３
年
生
の
生
徒

　

が
い
る
世
帯（
現
在
、児
童
手
当
の
受

　

給
資
格
の
な
い
世
帯
は
認
定
申
請
が
、

　

児
童
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
世

　

帯
は
、増
額
申
請
が
必
要
で
す
） ※

対
象
者
（
非
自
発
的
失
業
者
）

雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

例
／
事
業
主
の
都
合
（
倒
産
、解
雇
な
ど
）
で
、離
職
し
た
人
）

雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

例
／
雇
用
期
間
満
了
な
ど
で
離
職
し
た
人

●
制
度
が
始
ま
る
前
の
失
業
は
対
象
外
？

　

制
度
が
始
ま
る
前
１
年
以
内
（
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
）

に
離
職
し
た
人
は
、
平
成
22
年
度
に
限
り
、
国
保
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す
（
平
成
21
年
度
の
国
保
税
は
減
額
さ
れ
ま
せ
ん
）。

●
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

※

申
請
に
必
用
な
も
の

　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
国
民
健
康
保
険
証
、
印
鑑

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
と
は
？

　

工
場
の
煙
突
か
ら
出
る
ば
い
煙
や
自
動
車
排
気

ガ
ス
に
含
ま
れ
る
大
気
汚
染
物
質
に
太
陽
の
光
が

作
用
す
る
と
、
空
気
中
に
オ
ゾ
ン
の
よ
う
な
刺
激

の
あ
る
物
質
が
で
き
て
、
人
間
の
皮
膚
や
粘
膜
に

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

物
質
を
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
と
い
い
ま
す
。
光

化
学
ス
モ
ッ
グ
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

●
ど
ん
な
影
響
が
あ
る
の
？

　

目
が
チ
カ
チ
カ
・
シ
ョ
ボ
シ
ョ
ボ
し
た
り
、
涙

が
た
く
さ
ん
出
た
り
、
喉
や
鼻
の
粘
膜
が
ヒ
リ
ヒ

リ
し
て
痛
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
注
意
報
が
発
令
さ
れ
た
ら
？

　

次
に
注
意
し
て
行
動
し
て
く
だ
さ
い
。

①
屋
外
で
の
激
し
い
運
動
を
避
け
、
身
体
に
異
常

　

を
感
じ
た
ら
、
屋
内
で
十
分
に
休
み
ま
し
ょ
う
。

②
眼
や
喉
に
異
常
が
あ
っ
た
ら
、
き
れ
い
な
水
で

　

う
が
い
や
洗
眼
を
し
ま
し
ょ
う
。

③
症
状
が
改
善
し
な
い
場
合
は
、
医
師
の
診
察
を

　

受
け
て
く
だ
さ
い
。

④
症
状
を
自
覚
し
た
場
合
は
、
保
健
所
へ
連
絡
し

　

て
く
だ
さ
い
。
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　15分まで
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南島原市子育てテレフォンの電話番号が変わりました

退
職（
失
業
）に
よ
る

特
例
免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問 
諫
早
年
金
事
務
所　

☎
０
９
５
７
（
２
５
）
１
６
６
６

　

 
ま
た
は 

市
民
生
活
部 

保
険
年
金
課 　
　
　
　

 

　

 　
　
　
　
　
　
　
　

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
３
９

　

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た
人
が
、
退
職
（
失
業
）
し
た
場
合
、

国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険
料
の
納
付
が
必
要

で
す
。（
月
額
１
５
，
１
０
０
円
）

　

た
だ
し
、
保
険
料
の
納
付
が
経
済
的
に
困
難
な
人
に
対
し
て
、

保
険
料
の
免
除
制
度
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
手
当
の
お
知
ら
せ

問 

福
祉
保
健
部 

こ
ど
も
未
来
課 

こ
ど
も
政
策
班 　
　
　
　

 

　

 　
　
　
　
　
　
　
　

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
０

　

平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
「
子
ど
も
手
当
」
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

市
で
は
、
支
給
を
開
始
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
児
童
手
当
」
に
替
え
て
、
中
学
校
修
了
前
ま
で

の
子
ど
も
を
養
育
す
る
全
て
の
世
帯
に
対
し
て
支
給
す
る
も
の
で
す
。

国
民
健
康
保
険
制
度
が
平
成
22
年

４
月
か
ら
一
部
改
正
さ
れ
ま
し
た

問 

市
民
生
活
部 

税
務
課
（
国
保
税
） 　
　
　
　

 

　

 　
　
　
　
　
　
　
　

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
２
３

　 

ま
た
は 

市
民
生
活
部 

保
険
年
金
課
（
高
額
療
養
費
） 　
　
　
　

 

　

 　
　
　
　
　
　
　
　

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
３
９

65
歳
未
満
の
非
自
発
的
失
業
者
の
国
保
税
な
ど
の
軽
減

平
成
22
年
度
か
ら
、
要
件
を
満
た
す
非
自
発
的
失
業
者
の

①
国
保
税
は
、
失
業
時
か
ら
そ
の
翌
年
度
末
ま
で
の
間
、
前
年

　

所
得
の
【
給
与
所
得
】
を
30
％
と
し
て
算
定
し
ま
す
。 （
詳
細

　

は
税
務
課
へ
）

②
高
額
療
養
費
な
ど
の
所
得
区
分
判
定
は
、
前
年
所
得
を
軽
減

　

し
て
算
定
し
ま
す
。（
詳
細
は
保
険
年
金
課
へ
）

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
！

問 

市
民
生
活
部 

環
境
課 　
　
　
　

 

　

 　
　
　
　

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
４
１

　 

ま
た
は 

県
南
保
健
所 　
　
　
　

 

　

 　
　
　
　

☎
０
９
５
７
（
６
２
）
３
２
８
７


